
令和６年 

美咲町告示第１０５号 

 

美咲町制施行２０周年記念ロゴマーク使用承認取扱要綱をここに告示する。 

 

 

  令和６年９月 30日 

 

美咲町長 青 野 高 陽     

 

 

   美咲町制施行２０周年記念ロゴマーク使用承認取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、美咲町制施行２０周年を迎えることを記念し、祝賀の機運を高

めることを目的に、町民及び町民団体等が美咲町制施行２０周年記念ロゴマーク

（以下「ロゴマーク」という。） を使用する際の取扱いについて、必要な事項を定

めるものとする。 

（ロゴマーク及び冠） 

第２条 ロゴマークは、別図のとおりとする。 

２ ロゴマークに付して使用できる冠は、次のとおりとする。 

（１） 美咲町制施行２０周年  

（２） 美咲町制施行２０周年記念  

（３） 美咲町制施行２０周年記念事業 

３ 前項の規定にかかわらず、町長は、事業の性質に応じ適当な冠を付することがで

きる。 

（対象行事）  

第３条 ロゴマークを使用することができる行事は、原則として美咲町内で 行われ

る事業であり、事業の実施を通じて美咲町制施行２０周年を祝い、美咲町の魅力を

町内外に発信することができる事業とする。  

（承認の申請） 

第４条 ロゴマークを使用しようとする者は、あらかじめ美咲町制施行２０ 周年記

念ロゴマーク使用申請書（様式第１号）（以下「申請書」という。）に次の書類を添

えて町長に提出し、その承認を得なければならない。 その申請内容に変更が生じ

たときも同様とする。 

（１） 企画書（商品に使用する場合にあっては、販売価格、販売手数料を、広告

に使用する場合にあっては、その媒体等を、その他にあっては、その内容を具体

的に記載したものをいう。） 



（２） 商品見本又は広告等の原稿 

（３） その他、町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請書の提出

を省略することができる。  

（１） 国、地方公共団体又は公益法人が非営利事業に使用する場合（２） 報道

機関が報道及び広報の目的で使用する場合 

（３） 学校等が教育の目的で使用する場合 

（４） その他、町長が申請を必要としないと認めた場合 

（審査及び決定） 

第５条 町長は、前条の規定にする申請書を受理したときは、その内容を審査の上、

使用の可否を決定し、美咲町制施行２０周年記念ロゴマーク使用承認（不承認）書

（様式第２号）（以下「承認書」という。）により申請者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の審査において使用内容が次の各号のいずれかに該当する 

 場合は、これを承認しないものとする。  

（１） 特定の政治、宗教、思想等の活動に利用しようとする場合 

（２） 法令及び公序良俗に反する、又はそのおそれのある場合 

（３） 品質、性能等に関し、公的機関の認定等が必要な商品について、当該認定

等を受けていない場合 

（４） 主として自己の信用を高めるため、自己のシンボルマーク、商標又は意匠

として使用する場合 

（５） ロゴマークを正しい使用方法に従って使用しないと認められる場合 

（６） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員若しくは暴

力団と密接な関係を有する者が使用するおそれがある場合  

（７） その他、町長がロゴマークの使用を適当でないと認めた場合 

３ 町長は使用承認に当たって、必要な条件を付することができるものとする。 

４ 使用は、原則として無償とする。 

（使用方法）  

第６条 ロゴマークは、定められた形状、色彩等に従って正しく使用するものとし、

その一部のみの使用、変形、他の図形や文字と重ねて使用することは認めない。た

だし、町長の承認を受けたものはこの限りではない。 

２ 申請者は、ロゴマークを承認された範囲でのみ使用することができる。ただし、

承認時に町長から別途指示があった場合は、それに従わなければならない。 

（使用期間） 

第７条 使用期間は、ロゴマークの使用が終了する日又は令和７年１２月３１日のい

ずれか早い日までの間とする。ただし、印刷した印刷物等に残余が生じた場合、そ

の他の理由により町長がやむを得ないと認める場合にあっては、この限りでない。 

（承認の取消し等）  



第８条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ロゴマークの使用承認を取

り消し、若しくは使用を中止させ、又は、使用物件を回収させる等の措置をとるこ

とができる。 

（１） 申請者が、この要綱の定める事項に違反した場合 

（２） 申請者が、使用承認の条件に違反した場合 

（３） 申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合 

（４） その他、町長が適当でないと認めた場合 

２ 前項の規定により使用承認を取り消した場合において、申請者に損害が生じても、

町はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

（承認を受けないで使用した場合の措置） 

第９条 町長は、ロゴマークの使用承認を受けないで使用しているもの、又は使用し

ようとしているものに対し、その使用の停止を求めることができる。 

（その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。  

（有効期限）  

２ この告示は、令和７年１２月３１日限り、その効力を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別図 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

美咲町制施行２０周年記念ロゴマーク使用申請書 

 

年  月  日 

美咲町長 あて 

 

申請者 住 所 

                      氏 名              

                      連絡先 

 

美咲町制施行２０周年記念ロゴマーク使用承認取扱要綱第４条の規定に基づき使

用申請します。 

なお、要綱に定める使用条件に違反した場合又は町長が必要と認めた場合は、要

綱第８条の規定を適用されても、異議はありません。 

 

記 

 

使用目的・ 

用途 
 

使用方法 

該当する使用目的にチェックを入れてください。 

□看板  □印刷物  □映像・画像  □記念品類 

□その他

（                     ） 

使用 

ロゴマーク 

該当する申請内容にチェックを入れてください。（複数選択可） 

ロゴマーク（□カラー  □モノクロ □単色） 

備考  

添付書類 

１ 使用する内容がわかる企画書、見本等 

２ 団体等の場合は、団体の概要がわかる資料等 

３ その他町長が必要と認める書類 



様式第２号（第５条関係） 

 

美咲町制施行２０周年記念ロゴマーク使用承認書 

 

                               第  号 

年  月  日 

         様 

 

                           美咲町長 

                          

 

年  月  日付けで申請のありました、美咲町制施行２０周年記念ロゴマー

ク使用申請については、下記のとおり承認することとし、美咲町制施行２０周年記念

ロゴマーク使用承認取扱要綱第５条の規定に基づき通知します。 

なお、要綱に定める使用条件等を遵守いただきますようお願いします。 

 

記 

 

使用目的・ 

用途 
 申請書記載のとおり ・ （          ） 

使用方法  申請書記載のとおり ・ （          ） 

使用 

ロゴマーク 
申請書記載のとおり ・ （          ） 

使用条件等  

備考  

 


